
第３期雄武町子ども・子育て支援事業計画 新旧対照表

変更前 変更後

（６３頁）

　⑰乳児等通園支援事業

　　　保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っ
　　ていない０歳６か月から満３歳未満の子どもを対象に、月一
　　定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位
　　等で柔軟に保育園等を利用できる事業です。
　　　令和８年度からの事業実施に向けて、必要な受け入れがで
　　きるよう、実施体制の確保に努めます。
　　　なお、現状では量の見込みの算出が難しいことから、計画
　　中間年での見直しまたは設定が可能となった時点で確保量を
　　設定することとします。

（６３頁）

　⑰乳児等通園支援事業

　　　保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っ
　　ていない０歳６か月から満３歳未満の子どもを対象に、月一
　　定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位
　　等で柔軟に保育園等を利用できる事業です。
　　　本町では、令和８年度から利用可能な体制を整備します。
　　ただし、一時預かり事業と重複する部分の多い事業であるこ
　　とから、利用者のニーズやメリットを勘案しながら、一時預
　　かり事業よりも本事業を利用することが適当な場合について、
　　提供を行うこととします。

確保方策 (単位：件/月)

Ｒ７年度
(２０２５)

Ｒ８年度
(２０２６)

Ｒ９年度
(２０２７)

Ｒ10年度
(２０２８)

Ｒ11年度
(２０２９)

量の見込み ― １ １ １ １

確保量 ― １ １ １ １

年度

延べ利用者数


